
（法第２８条第１項） 

令和５年度の事業報告書 

特定非営利活動法人いちはら市民活動協議会 

１ 事業の成果 

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症も５類に移行され、市民活動も徐々に以前の活気を取り戻してきま

した。そのような中シンポジウムの開催、定例打合せ等を実施した。また市原市より「ウエルシア・コミュニケー

ションセンターいちはら」運営を受託、市民活動推進事業としてリタイヤ男性を対象にした「第２回グランパ・フ

ェスタ in いちはら」を開催し、中間支援組織としての組織基盤の確立、会員間の連携、相互研鑽、市民活動

への参加意識向上、市民活動に対する理解の促進、啓蒙等、永続的な成長・発展につながる一年となった。 

２ 事業の実施に関する事項 

 

事 業 名 

 

事 業 内 容 

実 施 日

時 

実 施 

場 所 

従事者

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支出額（千

円） 

(1) 市民活動を推進

するための人材の発

掘・育成に係る事業 

第２回グランパ・フェス

タ inいちはらの開催 

令和６年 

３月２日 

ウエルシ

アコミニテ

ィーセン

ターいち

はら 

 

１６人 ６５人 ３２ 

(2) 市民活動を推進

するための相談及び

コーディネート事業 

 

ウエルシアコミニケーシ

ョンセンター 

運営・管理 

日曜の学校授業 

３回開催 

 

令和５ 

４月より 

６年３月 

令和６年

２月～３

月 

ウエルシ

アコミニテ

ィーセン

ター 

いちはら 

歴史博物

館 

５人 

 

 

 

２０人 

 

 ２３，０００人 

 

 

 

    ２７人 

      

４，９８８ 

 

 

 

     ５０               

 

(3) 市民活動団体相

互間及び公共部門ま

たは営利部門との交

流連携・協働の促進

並びに支援に係るネ

ットワーキングサポー

ト事業 

ウエルキャン（子ども第

三の居場所事業）の実

施 

「コミュニティスクールの

促進で学校をよりよくし

よう」シンポジウムの開

催 

市制６０周年事業への

参加 

４月～ 

６年３月 

 

 

５年 

１１月 

１８日 

ウエルシ

アコミニテ

ィーセン

ターいち

はら 

 

 

市民会館 

１５人 

 

 

 

 

 １０人 

 

 ８人 

 

市内の子ども

及び保護者 

３，８００人 

 

 

８５人 

 

３００人 

１０，０００ 

 

 

 

 

６８  

           

 ５０ 

(4) 市民活動を推進

するための情報の収

集と提供及び情報発

信に係る情報サポー

ト事業 

広報誌の発行 

（グランパ・フェスタ） 

 

 

 

６年３月 市内 16人 市原市民 

１００人 

 

 

 

 

５０  



 

(5)市民活動団体とそ

の活動に関する調査

研究及び政策提言に

係る事業調査研究及

び政策提言に係る事

業 

子どもの居場所フェスタ

inいちはら開催 

 ３月 

 

 

 

ウエルシ

アコミュニ

ティセンタ

ーいちは

ら 

１０人 

 

 

  

８５人 

 

 

 

１６５ 

(6)市民活動団体の財

務管理及び組織管理

等の運営に関する相

談並びに助言に係る

マネージメントサポー

ト事業 

定例打合せの開催 

役員会議奇数月 

第３月曜日 

理事会偶数月 

第３月曜日 

都合により変更する場

合がある。 

 

 

 

 

 

5年 

総会 

5/15 

役 員 会

議 

4/17 

7/17 

10/16 

12/18 

6年 

１/15 

3/18 

理事会 

5年 

6 /16 

8/21 

9/18 

11/8 

6年 

1/12 

2/12 

 

 

ウエルシ

アコミニテ

ィーセン

ターいち

はら 

 ３０人 

 

 

 

 ４８人 

 

 

 

 

 

 

 

１０２人 

 

      ０人 ６５ 

 


